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１ 本要領について 

  本市では学校環境の維持及び安定した学校運営を目的として令和４年度より市立小中

学校の学校用務業務の外部委託を段階的に進めているところであり、小学校３校及び中

学校６校における業務を委託によって実施している。 

当該計画に基づき令和５年度において前年度の業務について検証を行った結果、全校

委託に向けて更なる業務の質の向上や効率化が期待できる公募型プロポーザル方式によ

って発注先事業者を選定することとした。 

  本要領は当該プロポーザル実施に係る手続き等について、必要な事項を定めるもので

ある。 

   

２ 業務の概要等 

（１）件名 

   東久留米市立学校用務業務委託 

（２）目的 

   市立学校施設（小学校７校・中学校７校）の安定的・効率的な維持管理のため、学

校用務の任用・配置事務及び小規模修繕の発注を一体化して委託することを目的と

する。  

（３）業務内容 

別紙１「東久留米市立学校用務業務委託 参考仕様」参照 

（４）履行期間 

   令和６年１０月１日から令和７年９月３０日まで 

   ※履行評価等により業務が適切に行われていると市が判断する場合は、１年を単位

期間として最大４回まで再契約することができる。 

   ※令和６年９月３０日までを準備期間とし、前受注者からの業務引継ぎを遅滞なく

完了すること。 

 

３ 提案限度価格 

 税込１０７，８７４，０００円 

 

４ 実施形式 

 公募型プロポーザル方式 
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５ 参加資格 

 本プロポーザルに参加できる者は、次の全ての要件を満たす法人とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当しない者 

（２）電子調達サービスにおいて東久留米市の競争入札参加資格を有していること。 

（３）東久留米市契約における暴力団等排除措置要綱（平成２５年度東久留米市訓令乙第

２号）による入札参加除外措置及び東久留米市競争入札参加資格者指名停止措置基準

に基づく資格停止の措置を受けていないこと。 

（４）現在、地方公共団体における類似の業務を３年以上継続して受注していること。（地

方公共団体間の合算も可。） 

（５）国税、都道府県税及び市町村税に滞納がない者 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをしてい

る者（更生手続開始の決定を受けている者を除く）ではない者、又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（再生手続開

始の決定を受けている者を除く）ではない者 

 

６ スケジュール 

項目 期間又は期日 

実施要領の公表開始 令和６年４月２５日（木） 

参加表明書の提出締切 令和６年５月９日（木）１７時 

参加資格審査結果の通知 令和６年５月１７日（金）までに通知 

質問書の受付開始 参加資格審査結果の受領の日 

質問書の受付締切 令和６年５月３１日（金）１７時 

質問書への回答期限 令和６年６月７日（金）までに回答 

企画提案書等の提出締切 令和６年６月１４日（金）１７時 

１次審査（書類審査） 令和６年６月中旬から７月上旬まで 

１次審査結果の通知 令和６年７月１２日（金）予定 

２次審査（プレゼンテーション審査） 令和６年７月２３日（火）予定 

２次審査結果の通知 令和６年７月３０日（火）までに通知 

契約締結 令和６年８月末 

  ※上記のスケジュールは予定であり、変更する可能性がある。 

 

７ 募集内容等 

（１）募集方法 

   東久留米市ホームページへの掲載にて募集を行う。 
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（２）申し込み方法 

   本プロポーザルへ参加を希望する者は、令和６年５月９日１７時までに教育部教育

総務課（東久留米市役所６階）に「参加表明書（様式１）」「『５ 参加資格の（４）』

を証明できる書類（任意様式）」及び「『５ 参加資格の（５）』を証明できる書類（法

人税、法人事業税、法人都道府県民税に係る納税証明書（直近年度））」各１部を持参

又は郵送にて提出すること。なお、郵送による場合は受付期間内必着とし、受け取り

日時及び配達されたことが証明できる方法によること。また、郵送事故等による不着

に対する特別な取り扱いは行わない。 

  ※受付時間は閉庁日を除く８時３０分から１２時及び１３時から１７時までとする。 

 

（３）参加資格審査及び審査結果の通知 

   市は「東久留米市立学校用務業務委託プロポーザル審査委員会」を開催し、応募書

類の内容に基づき各応募事業者の参加資格の審査を行い、全事業者へ参加資格審査結

果を令和６年５月１７日までに書面にて通知する。 

なお、参加要件を満たさないと判断された事業者のうち、審査結果に疑義がある者

は、市に対し通知の日から７日以内（閉庁日を除く）に、書面によりその理由につい

ての説明を求めることができる。 

 

（４）質問及び回答 

   本プロポーザルに関する質問及び回答の取扱いは次のとおりとする。 

① 受付期間 

   参加資格審査結果の受領の日から令和６年５月３１日１７時まで 

 

②質問方法等 

    本プロポーザルに関する質問がある者（参加資格審査通過者に限る）は、質問内

容を「質問票（様式２）」に記載の上、電子メールにて提出すること。ただし、質問

の内容は、本件業務委託の内容又は本件公募の手続きに関する事項に限る。また、

本要領に定められた方法以外で行われる質問については、受け付けない。 

 

③提出先 

   東久留米市教育部教育総務課 

   メールアドレス：kyoiku-somu@city.higashikurume.lg.jp 

   ※電子メールのタイトルを「【事業者名】プロポーザルに関する質問」とすること。 
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④回答方法等 

    質問票の受付期間終了後、参加表明書を提出した全ての者（参加資格審査通過者

に限る）に対し、電子メールにて令和６年６月７日までに回答する。 

    なお、回答は本要領の追加又は修正とみなす。 

 

（５）参加を辞退する場合 

   参加表明書提出後に本プロポーザルへの参加を辞退する者は令和６年６月７日１７

時までに「参加辞退届（様式３）」を教育部教育総務課まで提出すること。 

 

（６）企画提案書等の提出 

   参加資格審査通過者は、令和６年６月１４日１７時までに「企画提案書」「価格提案

書（見積書。積算内訳書含む）」「直近３年分の財務諸表（賃借対照表、損益計算書等）」

（ともに任意様式）に「企画提案書提出届（様式４）」を付し、教育部教育総務課まで

持参の上、提出すること。企画提案書の詳細については、「８ 企画提案書の作成方法」

を参照すること。なお、企画提案書、価格提案書及び財務諸表は正本１部、副本１０

部を提出することとし、副本については、事業者名称やロゴ等、提案事業者が特定で

きる又は推測できる文言等の記載は行わないこと。 

  ※受付時間は閉庁日を除く８時３０分から１２時及び１３時から１７時までとする。 

 

８ 企画提案書の作成方法 

 次の仕様、別紙１及び別紙２「東久留米市立学校用務業務委託プロポーザルに係る事業

者選定基準書」に留意の上、作成すること。 

 

【仕様】 

・Ａ４版両面印刷とし、表紙及び目次を含め２４ページを限度とする。 

・文字方向は横書きとする。 

・用紙方向は縦使いとし、ページ数を付して左端２点をステープラーで綴じること。 

・次の１２項目について漏れなくかつ具体的に記載し、項目ごとにインデックスラベルを

付すこと。 

 

（１）業務に関する提案事業者の考え方 

   学校用務業務に関する提案事業者の基本的な考え方、理念等を記載すること。 

 

（２）適正な業務遂行 

   労働者派遣と業務委託を明確に区分したうえで適正に業務を遂行する取り組みにつ

いて記載すること。 
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（３）学校との関わり方 

   日常における教職員、児童生徒、保護者との関わり方について記載すること。 

 

（４）研修及び人材育成 

   従事者の育成、研修体制について記載すること。 

 

（５）業務実施体制 

   次の事項について記載すること。 

   ①人材確保及び人員配置についての考え方、具体的な配置人数 

   ②欠員発生時のバックアップ体制 

   ③修繕業務等における用務員の応援・フォローアップ体制 

   ④トイレ清掃に係る体制・頻度 

 

（６）進行管理 

   業務を遅滞なく円滑に実施するための進行管理に係る取り組みについて記載するこ

と。 

 

（７）品質管理 

   業務の質を確保するための取り組みについて記載すること。 

   なお、次の３点については必ず記載すること。 

   ①清掃業務の質 

   ②修繕業務の質 

   ③接遇の質 

 

（８）苦情処理体制 

   履行内容や従事者に対する苦情処理への対応についての考え方及び体制について記

載すること。 

 

（９）個人情報保護 

   個人情報管理に係る体制の構築及び従事者への研修実施等の取り組みについて記載

すること。 

 

（１０）法令遵守 

   次の事項について記載すること。 

   ①法令違反を起こさないための社内体制及び取り組みについて 

   ②発生した法令違反への対応や再発防止に係る取り組みについて 
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（１１）提案事業者の強み、アピールポイント等 

    業務を行う上での提案事業者のアピールポイントについて記載すること。 

 

（１２）その他 

    上記に掲げるほか、独自の提案があれば記載すること。 

    

９ 審査方法 

  審査については、東久留米市立学校用務業務委託プロポーザル審査委員会において審

査を行い、優先交渉権者を特定する。一次審査及び二次審査は提案事業者より提出され

た副本を用いて行う。なお、提案事業者が１者の場合でも審査を実施する。 

 

（１）参加資格の審査 

   提案事業者より提出された参加表明書の内容等から、当該事業者が参加資格要件を

全て満たしているかどうか審査を行う。審査の結果、要件を全て満たすとされた事業

者のみ、本プロポーザルに参加することができる。なお、審査結果については参加表

明書を提出した全ての事業者に書面及び電子メールにて通知する。 

また、参加要件を満たさないと判断された事業者のうち、審査結果に疑義がある者

は、市に対し通知の日から７日以内（閉庁日を除く）に、書面によりその理由につい

ての説明を求めることができる。 

 

（２）一次審査（書類審査） 

   提出された企画提案書及び見積書について書類審査を行う。審査員の採点結果を合

計した点数を一次審査の得点とする。一次審査に参加した提案事業者が４者以上とな

った場合は、上位３者を一次審査通過者とする。ただし、一次審査の得点が六割以上

であることを審査通過の条件とする。 

   一次審査後、審査に参加した全提案事業者に対して書面及び電子メールにて審査結

果を通知するとともに、審査通過者に対しては、二次審査（プレゼンテーション審査）

の内容を併せて通知する。 

   なお、１次審査を通過しなかった事業者のうち、審査結果に疑義がある者は、市に

対し通知の日から７日以内（閉庁日を除く）に、書面によりその理由についての説明

を求めることができる。 

 

（３）二次審査（プレゼンテーション審査） 

   一次審査通過者によって行われるプレゼンテーションの内容について審査を行う。

審査員の採点結果を合計した点数を二次審査の得点とし、一次審査の得点と合計した

総合得点が最も高い提案事業者を優先交渉権者とし、次点を第二順位者とする。ただ



- 7 - 

 

し、共に二次審査の得点が六割以上であることを条件とする。 

   二次審査後、審査に参加した全提案事業者に対して審査結果を書面及び電子メール

にて通知する。 

   なお、優先交渉権者とならなかった事業者のうち、審査結果に疑義がある者は、市

に対し通知の日から７日以内（閉庁日を除く）に、書面によりその理由についての説

明を求めることができる。 

 

（４）選定基準について 

   別紙２「東久留米市立学校用務業務委託プロポーザルに係る事業者選定基準書」に

基づいて審査を行う。 

   

１０ 失格事項 

  次の各号に該当する事業者は本プロポーザルへの参加資格を失う。 

（１）提出書類に虚偽の記載をした場合 

（２）本要領に定める参加資格要件を満たさなくなった場合 

（３）審査の透明性・公平性を害する行為があった場合 

（４）前各号に定めるもののほか、著しく審査の実施を妨げる行為があったと判断される

場合 

 

１１ その他 

（１）プロポーザル参加にあたり発生する費用は、全て提案事業者の負担とする。 

（２）契約の締結にあたっては、優先交渉権者と契約内容の協議及び調整を行い、契約を

締結する。 

（３）優先交渉権者が正当な理由なく契約を締結しない場合、失格事項に該当した場合又

は契約内容の協議が整わない場合は、優先交渉権者の決定を取り消し、第二順位者

と契約締結に向けた協議を行う。 

（４）提出書類はいかなる場合であっても返却しないものとする。また、提出後の差し替

えは不可とする。 

（５）二次審査において使用する機材は、全て提案事業者が用意することとする。 

（６）優先交渉権者の決定後、本プロポーザルの審査結果及び優先交渉権者の名称、代表

者名、住所等を本市のホームページにて公表する。 

（７）本プロポーザルにおいて提出された書類は、東久留米市情報公開条例における公文

書の開示の対象となる。 

（８）その他、本プロポーザルの参加にあたっては、市の指示に従うこと。 
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（９）書類提出先及び問合せ先 

   〒２０３－８５５５ 

東久留米市本町３－３－１ 東久留米市役所６階 

   東久留米市教育部教育総務課施設管理係 担当：小俣、川瀬 

   電 話：０４２－４７０－７７７５（直通） 

   ＦＡＸ：０４２－４７０－７８１１ 

   Ｅ－ｍａｉｌ：kyoiku-somu@city.higashikurume.lg.jp 

 

 


